
緊急輸送ルート等の確保
～沿道建築物の耐震化促進～

静岡県くらし・環境部静岡県くらし・環境部

くらし・環境部 建築住宅局

１

出典：消防防災科学センター 出典：消防防災科学センター

これまでの取組

命を守る・・・室内空間の安全性を確保する

阪神・淡路大震災

S56.6 建築基準法の改正（新耐震基準） ⇒ 耐震基準が大幅に強化

H7.1

建築物の耐震改修の促進に関する法律の制定H7.12

プロジェクト「TOUKAI-0」事業
＜木造住宅の耐震化＞

H16 プロジェクト「TOUKAI-0」
総合支援事業に統合

死者約6,400名のうち84％は家屋の倒壊等による圧死

既存建築物耐震性向上事業H8

＜建築物の耐震化＞

H13

木造住宅の耐震補強
に 大120万円を補助
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新たな取組
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緊急輸送ルートを確保する
・・・倒壊による道路閉塞を防ぐ

＜過去の地震の教訓＞

道路沿いの建物が倒壊し、自衛隊や消防、

警察などの応援部隊の緊急車両の通行が妨

げられ、応急対策に支障をきたした。

沿道の特定の建築物の所有者に耐震診断の実施及び結果の

報告を義務付け（報告期限は令和３年度末）
＜平成31年４月１日 静岡県耐震改修促進計画の改定＞

防災上重要な道路沿いの建物の倒壊

による道路閉塞を防ぐことが重要
出典：墨田区HP

耐震診断を義務化した道路
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110km県浜岡地域原子力災害避難計画に基づく
PAZ・UPZ内の避難経路

580km県広域受援計画に基づく緊急輸送ルート
のうち、東名・新東名それぞれのICから
県・市町災害対策本部等を結ぶルート

※東名・新東名高速道路 IC



対象建築物
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460棟合 計

12棟イ PAZ・UPZ内の避難経路

448棟ア 緊急輸送ルート

対象棟数対象道路

＜イメージ図＞○ 道路中心線から上方45度の斜線にかかる

旧耐震基準(S56.5.31以前)の建築物

◎広い道路では中高層の建物が対象 ◎狭い道路では木造２階建てでも対象
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○ 診断費用は、補助金の活用により、原則所有者負担なし

○ 補助制度に加え、所有者からの依頼に基づき、県が無料で
耐震診断を実施する体制を整備し、スピードアップ

支援制度、診断の申込状況

・所有者からの申請待ちではなく、県が主体となって
計画的に診断を実施

・手続き等の負担軽減、診断費用の一時的な負担なし

令和元年５月～ 所有者への通知、説明会の開催、診断の申込受付
８月～ 耐震診断の開始

11月～ 所有者へ再度の通知
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今後の取組

通常の建築物より補助率の高い支援制度により、
耐震化（耐震改修・建替え・除却）を促進する。

1st.STEP
まずは３年間で全棟の耐震診断の実施・結果報告を
完了させ、建築物の倒壊リスクを把握する。

2nd.STEP

大4/5（国2/5、県1/5、市町1/5）大4/5（国2/5、市2/5）耐震改修

大10/10（国1/2、県1/4、市1/4）大10/10（国1/2、市1/2）補強設計

政令市以外政令市

補助率
区分

○ 診断実施の意思を示していない所有者へのアプローチ（108棟）

12月～ 電話連絡、個別訪問

○ 今年度～ 診断結果が出た所有者から働きかけていく


